
R8.2現在

　入札契約関係書類等の押印の見直しについては、下記のとおりとします。

留意事項
○

○

○

○

○

■入札に関する書類

№ 様式名 要否
担当者名と
連絡先の要否 備考

1 入札書 必要 ―
2 見積書（参考見積り、見積り合わせ） 省略可 ※必要 ※省略した場合、必要
3 委任状 必要 ―
4 内訳書 廃止 不要
5 入札辞退届 廃止 必要

■電子入札に関する書類

№ 様式名 要否
担当者名と
連絡先の要否 備考

1 紙入札参加承認願 廃止 必要
2 電子入札利用届 廃止 必要

■工事（業務）に関する書類

№ 様式名 要否
担当者名と
連絡先の要否 備考

1 契約書（変更契約書、覚書） ※備考 ― 紙の契約書/必要、電子契約/不要

2 契約保証金納付書 廃止 不要

3 保有有価証券納付書 廃止 不要

4 課税事業者届出書 廃止 不要

5 免税事業者届出書 廃止 不要

6 現場代理人通知書 廃止 必要 雇用が確認できる書類を添付

7 主任（監理）技術者通知書 廃止 必要 雇用及び資格が確認できる書類を添付

8 現場代理人変更通知書 廃止 必要 雇用が確認できる書類を添付

9 主任（監理）技術者変更通知書 廃止 必要 雇用及び資格が確認できる書類を添付

10 手持ち工事報告書 廃止 必要

11 着工届 廃止 必要

12 工程表 廃止 必要

13 報告協議書 廃止 必要

14 中間前払金認定申請書 廃止 必要

15 工事完成通知書（しゅん工届） 廃止 必要

16 工事目的物引き渡し申出書 廃止 必要

17 契約保証金還付請求書 省略可 ※必要 ※省略した場合、必要

18 保有有価証券還付請求書 省略可 ※必要 ※省略した場合、必要

19 請求書（前払金、部分払、中間前払金） 省略可 ※必要 ※省略した場合、必要
　

■その他入札契約に関する書類

№ 様式名 要否
担当者名と
連絡先の要否 備考

競争参加資格確認申請書（一般競争入札） 廃止 必要

競争参加資格申請書変更届 廃止 必要
委任状や使用印鑑届など、添付書類には押印
が必要なものがあります

指名プロポーザル方式による技術提案書類一式 ― ― 要否を募集要項内に記載

公募型プロポーザル方式による技術提案書類一式 ― ― 要否を募集要項内に記載

総合評価方式にかかる書類一式 ― ― 要否を公告内に記載

特定建設工事共同企業体建設工事入札参加資格確認申請書 必要 ―

押印を不要とした書類について、本人確認等のため、電話等で内容を確認する場合があります。

押印しないことを強制するものではありません。押印されていても従前どおり受付けます。

契約等に係る書類の押印の見直しについて

押印を不要とした書類の一部については、本人確認・文書の真正性を担保するため押印に代えて担当者名（フルネーム）
と連絡先を記入することとします。

契約書（電子契約を除く）、紙入札に係る入札書及び委任状、入札参加資格申請にかかる委任状、使用印鑑届、誓約書、
承諾書等については押印が必要となります。

押印を廃止した書類については電子メール・電子申請サービスでの提出を可とします。


